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静岡県情報共有・電子納品運用ガイドラインの改定について（通知） 
 

下記のとおり静岡県情報共有・電子納品運用ガイドラインを改定したので通知

します。 

 
記 

１ 改定資料 
・静岡県情報共有・電子納品運用ガイドライン（令和４年 10 月） 

・改定概要  

  ・新旧対照表 
 
２ 適用 
  令和４年 10 月１日以降に契約する工事及び業務委託に適用する。 

 

※令和４年９月 30 日以前に契約している工事及び業務委託については、利用する

情報共有システムや電子納品作成支援システムの適用基準等を考慮し、受発注

者間の協議により適用することができるものとする。 

 
３ その他 
   静岡県情報共有・電子納品運用ガイドラインの改定をもって「情報共有システ

ム活用実施要領（平成 31 年３月）」及び「情報共有システムに関する特記仕様書」

を廃止する。 

   10 月 1 日以降に契約する工事に特記仕様書が付されていても、本改定内容と

異なる内容はないため、問題はありません。 

 
 ※本資料は、以下でも公表しています。 

 http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-130/calshp/denshinouhin.html 
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